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さ い た ま 農 業 協 同 組 合 行 動 計 画 （ 第 ２ 回 ） 
 
  従業員が安心して仕事と子育てを両立し、持てる能力を十分に発揮できるよ

う雇用環境の維持・確保を行うため、下記の通り行動計画を策定し組合全体で

取組むものとする。 

 
記 

 
 
計画期間  平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日までの５年間 
  
 
内  容  
 
  １．育児休業取得率に関する事 

      育児休業の取得率について８０％以上を目標とする。 

 

  ２．育児休業等の環境整備に関する事 

      ①育児環境に適する職場への復帰を配慮する。 

②育児休業の取得をしやすい環境整備に努める為、所属長を始め

とする全従業員に、定期的に周知し理解を求める。 

 

以上 


